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２０１４年１月３０日 ＮＯ.２３８

発行責任者 山 田 哲 也

編集責任者 今 井 一 夫

「２６年春のダイヤ改正」提案の改善要求について業務委員会を開催！
名古屋地本は１月２９日、昨年１２月２０日会社より提案された「２６年春のダイヤ改

正」について職場より出された改善要求について業務委員会を開催しました。

折り返し時間を増やすこと！

朝の長時間、連続乗務を解消すること！
会社回答に対して組合は「職場からは昨年と同じ要求が出ている項目がある。改善され

ていない事から同じ要求が出されているのである。会社は職場の要求を無視して誠意ある

回答がなされていない 「効率化によりますます乗務密度と増え疲労度が高まっている。」

安全確保のためにもゆとりを持った労働環境を求める」と主張し具体的協議をおこないま

した。

会社回答と主なやり取り

共 通 項 目
１．出発点呼を簡素化して時間を短縮すること。

回答：その様な考えはない。

２．一日平均の労働時間は、７時間とすること。

回答：その様な考えはない。

３．一行路の拘束時間は、日勤行路９時間、泊行路２２時間以内とし、泊行路の明けは１

０時までとすること。

回答：その様な考えはない。

４．９時前の出勤行路は止めること。

回答：その様な考えはない。

５．食事時間は、朝は７時～９時、昼は１１時～１３時、夜は１７時～１９時の間で１時

間以上連続して確保すること。

回答：その様な考えはない。

６．睡眠時間は、実質６時間以上確保すること。

回答：その様な考えはない。

７．訓練の待ち時間は１時間以内とし超える部分は超勤とすること。

回答：その様な考えはない。

８．午後の訓練指定を止めること。

回答：その様な考えはない。

ＪＲ東海労働組合 名古屋地方本部

屋業務ニュース名古
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組合：乗務が午前で終了しても、午後訓練が指定されることにより実質の明けが午後とな

る事から訓練期間を延ばして午前訓練のみにすること。

会社：午後訓練の場合、出勤時間が遅くなっている。

組合：午後訓練では２～３人という時もある。効率が悪いのではないか。

会社：待ち時間が短い行路を指定している。

組合：名古屋運輸区車掌は数分のことで午前訓練に参加できない行路が多く発生してい

る。現場の意見を聞き対応すること。

会社：全体を見て時間を設定している。

組合：訓練期間はどこの現場も同じなのか。

会社：現場、内容によって違っている。

組合：数分の為に時には２時間も待たされ、午後訓練となり翌日は早出出勤にとなる場合

もある、少しでも早く勤務解放するために訓練時間と期間を改善するべきである。

９．翌日の勤務が前泊となる場合は訓練指定をやめること。

回答：その様な考えはない。

．列車の折り返し時間は、１０分以上確保すること。10
回答：必要な時間を確保している。

組合：必要な時間は確保していると答えているが行路によっては非常に少なく、乗務員は

ホームを走りながら移動している時もある。労災の発生や、お客様にケガを負わせ

る事態にもつながりかねない。必要な時間を確保すること。

会社：だから必要な時間は確保している。どの行路の時間が少ないのか言って貰えれば議

論が出来る。

組合：４両と８両では折り返し時間に違いがあるのは当たり前と思うが、１両分の移動は

何秒と見ているのか。基準を明らかにせよ。

会社：基準はあるが明らかにしない。

組合：基準はあるが明らかにしないことを確認する。折り返し時のスイッチ整備、確認項

目が増えていることから時間もかかっている。安全な作業が出来るように折り返し

時間に余裕を持たせること。

．分割・併合作業は、１０分以上確保すること。11
回答：必要な時間を確保している。

．８両編成の出区点検時間は１５分以上確保すること。12
回答：必要な時間を確保している。

．到着から乗り継ぎの移動時間として順方向５分以上確保すること。13
回答：必要な時間を確保している。

．各行路毎の出勤時間・退出時間・労働時間の一覧表を全員に配布すること。14
回答：前回同様配布する予定である。

．駅での分割・併合作業をなくすこと。15
回答：その様な考えはない。

．日勤行路は各組に一本とすること。16
回答：その様な考えはない。

．ダイヤ改正資料に行路毎の労働時間、労働外時間の詳細を明示すること。17
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回答：その様な考えはない。

．休憩時間の自由使用を保障すること。18
回答：その様な考えはない。

．ダイヤ改正の提案に休日行路も提案すること。19
回答：その様な考えはない。

．名古屋車両区の電化工事が完了し、名古屋での電車留置箇所が駅構内から車両区にな20
ると聞いている。例としてＢ３３行路の始まり、現行なら「入換」が「出区 、 後」

２３５６Ｍは現行ならば「入換」が「出区」になっていることから明らかなので入区

・出区ルートのハンドル線見は十分に行うこと。すべての入線可能な線路の線見を実

施すること。

回答：必要な教育を実施している。

．飯田線、中央線の車両は寒冷地でも耐えうる車両とすること。21
回答：適宜、適切に対応している。

組合：会社の対応は後手に廻っている。凍結防止に使い捨てカイロを貼って対応している

が対策になっていない。北海道、東北などの寒い地方がどの様な対策を行っている

のか学んで対応すべきである。

．ダイヤ改正の提案に対する検討、要求提出期間を１０日以上確保すること。22
回答：必要な時間は確保している。

組合：回答保留があるのは「申」の列車番号に間違いがあったことによると思うが、そも

そも検討、点検する時間がないことにより発生しているのであるから提案を早くす

るか 「申」の提出期限を遅くするべきである。、

昨年、神領では訓練の中でダイ改の変更点の説明がされなかったので、ダイ改後に

混乱があった。具体的な変更作業を伝えることは間違い防止につながる。確実に行

うこと。

会社：内容により現場が必要とあれば行っている。

組合：以前は作業等の変更点を説明していた。今回も説明を行うように現場を指導するこ

と。また、行路別注意表などは安心して作業ができるように、使う側にたった注意

表を作成、書き方が変わった場合などはしっかりと説明すること。

職 場 別 要 求
名古屋運輸区 運転士

１．１３Ｗ 熱田駅、便１１００Ｆ便乗列車を４５分程度繰り下げ名古屋で食事ができる

ようにすること。便１１００Ｆ熱田着から回２５４１Ｆ出区点検開始までの間の労働

外時間が無駄であり出区点検の必要時間は８両編成でも１５分。便乗到着から発車ま

で１時間１２分間も時間は必要ない。

回答：提案通りとする。

組合：便乗列車を変えることは難しい事ではない。食事を取るにも名古屋の方が取りや

すい。

会社：早めに行くことにより事故などで列車が遅れた時に対応が取りやすい。
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組合：そもそも会社は異常は想定していないのでないか。そうであれば要求にもあるよう

に時間僅少の接続列車に対してもその様な対応を取るべきである。

２．Ｂ３１Ｗ ２３１１Ｇ見直して現行通りの車掌乗務のツーマン列車にすること。

回答：その様な考えはない。

３．Ｂ３５Ｗ １３０７Ｇ～１３１４Ｍ 折り返しを１０分確保すること。

回答：必要な時間を確保している。

４．Ｂ３６Ｗ １１９Ｆ 名古屋で段落ちすること。

回答：提案通りとする。

５．Ｂ４７Ｗ １７１Ｆ～１３２３Ｍ ３時間３０分の休憩を短く見直すこと。

回答：提案通りとする。

名古屋運輸区 車掌

１．Ａ１組とＡ２組のテ－日勤テ－５勤の勤務を改善すること。

回答：提案通りとする。

２．Ｃ１０２ 土休日１７８Ｆ～１１０１Ｆの８両編成を見直すこと。

回答：回答保留

組合：この主張は尾頭橋、三河塩津、三ヶ根などの駅はカーブしている事から８両編成の

列車は安全確認が難しいので４両編成することを要求したのである。

３．Ｃ１０６ 武豊線のみの行路を見直すこと。

回答：その様な考えはない。

４．Ｃ１０６ １０時２６分の訓練指定は止めること。

回答：提案通りとする。

５．Ｃ１１１ ２７０９Ｆを乗務すると睡眠時間が短くなるので別の行路にすること。

回答：提案通りとする。

６．Ｃ１１７ 食事時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

７．Ｃ１１８ １０時２９分の訓練指定は止めること。

回答：提案通りとする。

組合：１０時３０分前後の終了で２時間以上、待たされ午後訓練となっている。次勤務の

事も考え午前訓練が出来るように見直すこと。

会社：全体的に見て指定をしている。該当する行路は少ないと思う。

組合：８本の行路で１０時３０分前後の終了があり午後訓練が指定されている。少ないと

は言えない改善すること。

８．Ｃ１２１ １０時１７分の訓練指定は止めること。

回答：提案通りとする。

９．Ｃ１２２ １５５８Ｄ～５７３Ｄの連続乗務を改善すること。

回答：提案通りとする。

．Ｃ１２５ １０時３４分の訓練指定は止めること。10
回答：提案通りとする。

．Ｃ１２６ １５５６Ｄ～１５７１Ｄの連続乗務を改善すること。11
回答：提案通りとする。
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．Ｃ１３３ １５５４Ｄ～１５６９Ｄの連続間乗務を改善すること。12
回答：提案通りとする。

．Ｃ１３３ アケ１２時２８分を早い時間に改善すること。13
回答：提案通りとする

．Ｃ１３５ １０時４４分の訓練指定は止めること。14
回答：その様な考えはない。

．Ｃ１３７ １０時４５分の訓練指定は止めること。15
回答：その様な考えはない。

．Ｃ１４１ １０時２２分の訓練指定は止めること。16
回答：その様な考えはない。

．Ｃ１５１ １０時１５分の訓練指定は止めること。17
回答：その様な考えはない。

．Ｃ１５３ １０時３２分の訓練指定は止めること。18
回答：その様な考えはない。

．Ｃ１５３ １２０１Ｆ～１２１０Ｆの連続６往復を改善すること。19
回答：提案通りとする。

．Ｃ１５６ アケ１２時１５分を早い時間に改善すること。20
回答：提案通りとする。

大垣運輸区 運転士

１．以下の行路は拘束時間が２４時間を超えるので改善すること。

Ｂ６６Ｗ，Ｂ７１Ｗ、Ｂ７６Ｗ、Ｂ８１Ｗ、Ｂ９６Ｗ

回答：提案通りとする。

２．以下の日勤行路は拘束時間１０時間を超えるので改善すること。

Ｂ５２ＷＦ、Ｂ６２ＷＦ、Ｂ７２ＷＦ、Ｂ８６ＷＦ

回答：提案通りとする。

３．Ｂ７１ ホームライナー２９８３Ｆは乗客も少ないので名古屋～関ヶ原の運転を大垣

止まりにすること。

回答：その様な考えはない。

４．Ｂ５８Ｗ 名古屋１７：０５の１９１Ｆから岐阜、１１１０Ｆで岡崎、１１１９Ｆで

岐阜、２１：３９の１１３８Ｆ名古屋まで約４時間３０分の連続乗務なるので体調を

考え段落ちにすること。

回答：提案通りとする。

５．Ｂ６９Ｗ ５：０８の出区で１０６Ｆ豊橋、便２１１Ｆ名古屋、２５０８Ｆ豊橋、２

５１７Ｆで大垣着が１２：０１、起きてから乗務時間が長いので体調を考えて見直す

こと。

回答：提案通りとする。

６．Ｂ７７Ｗ 翌日の豊橋から１３５Ｆ名古屋、１３７Ｆ岐阜、回１３７Ｆで大垣入区と

５時起きの１２時終了と勤務が長いので体調を考え見直すこと。

回答：提案通りとする。
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７．Ｂ８７Ｗ 豊橋から１１２５Ｆ岐阜、１１１４Ｆ豊橋と連続乗務時間が長いので体調

を考え段落ちにすること。

回答：回答保留

８．Ｂ９１Ｗ 豊橋から１１１７Ｆ岐阜、１１３６Ｆ豊橋と連続乗務時間が長いので体調

を考え段落ちにすること。

回答：提案通りとする。

９．Ｂ５４Ｗ 翌日の１０１Ｆと１０２Ｆの出区点検をＢ８１Ｗと持ち替えること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ５４Ｗ 訓練指定は止めること。10
回答：提案通りとする。

大垣運輸区 車掌

１．次の行路は出勤が早いので１０時以降の出勤に改善すること。

Ｃ１、Ｃ３，Ｃ１３、Ｃ１５、Ｃ２１、Ｃ２２、Ｃ２４、Ｃ２６、Ｃ３１

回答：提案通りとする。

２．Ｃ６ 名古屋での２９８２Ｆから２１０７Ｆ乗り継ぎまで２７分なので列車遅延を想

定して列車を１本落とすこと。

回答：提案通りとする。

３．Ｃ１２ 岡崎１１３Ｆで米原は２時間３１分の連続乗務となるので体調を考えて見直

すこと。

回答：提案通りとする。

４．Ｃ１３ 大垣２１１４Ｆで豊橋、２３５３Ｆで米原までの３時間４４分の連続乗務と

米原２３０８Ｆで豊橋、２３０７Ｆで大垣の４時間７分の連続乗務は体調を考えて見

直すこと。

回答：提案通りとする。

組合：２３０８Ｆを大垣で段落とするか、米原からの２３０７Ｆを１本後の列車に変える

こと。

会社：後の列車に変えると勤務終了が遅くなるのではないか。

組合：勤務終了が遅くはなるが、乗務員からの要求であれば見直せばよいことである。

５．Ｃ１４ 西小坂井、便回３０２Ｆで豊橋、１２３Ｆで岐阜、１４０Ｆで名古屋までの

３時間２７分の連続乗務は体調を考えて見直すこと。

回答：提案通りとする。

６．Ｃ１５ 夕食時間がないので夕食時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

７．Ｃ２１ １２２７Ｆから１２２６Ｆは美濃赤坂、折り返し時間が５分なので１０分確

保すること。

回答：回答保留

８．Ｃ２２ 大垣２５３４Ｆで豊橋、２３４１Ｆで名古屋まで２時間３２分の連続乗務は
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体調を考え見直すこと。

回答：提案通りとする。

９．Ｃ２２ ２５３４Ｆ豊橋での２３４１Ｆへの折り返し時間が５分なので１０分以上の

折り返し時間を確保すること。

回答：その様な考えはない。

．Ｃ２３ １９０Ｆの岡崎折り返し１９９Ｆは３分なので１０分以上の折り返し時間を10
確保すること。

回答：その様な考えはない。

．Ｃ２３ 名古屋１９０Ｆで岡崎、１９９Ｆで岐阜、１１１８Ｆで名古屋までの３時間11
１４分の連続乗務と大垣２３０６Ｆで豊橋、２５１１Ｆで大垣の３時間１６分連続乗

務は体調を考えて見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ２５ ２５２２Ｆ豊橋折り返し２５３１Ｆは折り返し時間が７分、２３４６Ｆ豊橋12
折り返し２３４５Ｆは折り返し時間４分なので１０分以上の折り返し時間を確保する

こと。

回答：その様な考えはない。

．Ｃ３１ 大垣２３５４Ｆで豊橋、２１３５Ｆ大垣は３時間１８分の連続乗務になるの13
で体調を考え見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３２ 名古屋１１２９Ｆで岐阜、１１４８Ｆで豊橋は２時間５１分の連続乗務とな14
るので体調を考えて見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３３ 名古屋から２１０８Ｆで豊橋、２３５１Ｆで米原までの３時間１０分の連続15
乗務と名古屋２５１２Ｆで豊橋、２５２１Ｆで大垣の２時間２９分の連続乗務は体調

を考えて見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３４ 豊橋１１９Ｆで岐阜、１３６Ｆで名古屋は２時間５９分の連続乗務となるの16
で体調を考えて見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３６ １１０３Ｆ名古屋着から１１０５Ｆまでの乗り継ぎ時間が１８分しかないの17
で見直すこと。

回答：提案通りとする。

．名古屋から１１２３Ｆで岐阜、１１４２Ｆで岡崎は２時間０１分の連続乗務となるの18
で体調を考え見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｃ３７ 豊橋１８５Ｆで岐阜、１１０２Ｆで名古屋は２時間５６分の連続乗務となる19
ので体調を考え見直すこと。

回答：提案通りとする。
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神領運輸区

１．Ｂ６１ アケの日の７００Ｍから終了１１：５０まで長時間である。１０８Ｍ乗継後

の回７７３Ｍを他と持ち替えて早く終了すること。

回答：提案通りとする。

２．Ｂ６２ ４時間程度の睡眠時間しかとれないまま明けで塩尻往復をしなければならな

いため、１３０３Ｍの出区担当の持ち替えをすること。悪くとも１１０６Ｍ前分割入

換作業の持ち替えを行うこと。

回答：提案通りとする。

組合：睡眠時間が少なく起きてから１３０３Ｍの入れ換えを行い、明けで塩尻１往復する

ことは大変である。

会社：１００１Ｍから後をＢ７９と入れ換える。

組合：その変更を行っても、明けの勤務量はほとんど変わらない。１３０３Ｍ、１１０６

Ｍの作業を考えること。

３．Ｂ６３ ２６０Ｍ～６５０Ｍまで約４時間の連続乗務であり見直すこと。

回答：回答保留

４．Ｂ６７ ６１１Ｍ～６３０Ｍまで約３時間の連続乗務であり見直すこと。

回答：提案通りとする。

５．Ｂ７１ 昼食時間がない。昼食時間を確保すること。

回答：必要な時間は確保している。

６．Ｂ７４ ２７４０Ｍの入換時間、内容がわからないのでなんとも言えないのだが昼食

時間はあるのか？

回答：必要な時間は確保している。

７．Ｂ７８ ２６１３Ｍ瑞浪折り返し６５４Ｍの折り返し時間が僅少である。１０分以上

の時間を確保すること。

回答：必要な時間は確保している。

８．Ｂ７９ 明けが遅いため６１５Ｍ神領若しくは６２８Ｍ神領で乗継ぎ、後行路はＢ７

９出の行路とすること。また、この場合は６２Ｗの１３０３Ｍの出区を行い６２Ｗの

負担の解消を行うこと。昼食時間が無いので時間を確保すること。

回答：提案通りとする。

９．Ｂ８１ 回７３１Ｍ～６０８Ｍまで２時間３０分の連続乗務であり見直すこと。

回答：提案通りとする。

．Ｂ８３ ３５６Ｍその他作業のため寝る時間が２時間遅くなり、睡眠時間が４時間に10
満たないため３５６Ｍその他作業を他行路と持ち替えること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ８４ 出勤が８時００分で終了が２０時２０分は長時間勤務である。１８６Ｍ神領11
で乗継にすること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ８８ 回７７７Ｍ～１５２Ｍまで２時間１０分の連続乗務であり見直すこと。アケ12
で高蔵寺３往復は疲労がたまり、安全上問題があるので改善すること。

回答：提案通りとする。
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．Ｂ９４ １０１４Ｍ着後、次作業の１３２７Ｍ出区後併合まで２時間もある。他と持13
ち替えて早く終了させること。

回答：提案通りとする。

．Ｂ９７ ６４８Ｍ入換後併合から２６１２Ｍ乗継まで３時間１０分の連続乗務であり14
。 、 。見直すこと アケで中津川を１往復するのは 安全上問題があるから持ち替えること

１５１Ｍから１５６Ｍ高蔵寺での折り返しが３分３０秒、６５１Ｍから２６１２Ｍ多

治見での折り返しが４分４５秒と短いため１０分以上の時間を確保すること。

回答：必要な時間を確保している。

．２組は依然として５勤である見直すこと。15
回答：その様な考えはない。

．中津川運輸区２階休憩室を使えるようにすること。16
回答：その様な考えはない。

中津川運輸区

１．Ｂ２１ 南木曽駅でのワンマン１８５９Ｍ～１８５８Ｍ、折り返し９分３０秒は１０

分以上の時間を確保すること。坂下駅でのワンマン１８６１Ｍ～１８６０Ｍ、折り返

し７分１５秒は１０分以上の時間を確保すること

回答：必要な時間を確保している。

組合：ワンマン列車の折り返しは、乗り越し精算、案内などが多いので折り返し時間を多

く取ること。

会社：問題ないと考える。

組合：列車の到着が遅れ、折り返しの発車が遅れることもある。

会社：それはやむ得ない。

組合：その場合、遅れても責任は問わないのだな。

会社：そうである。

２．Ｂ２２ 前日ワンマンで中津川～塩尻間を２往しているのでアケ行路を短い坂下駅か

南木曽駅の往復にすること。

回答：提案通りとする。

豊橋運輸区

１．Ｂ５１ ２４Ｍ豊橋着から５５３Ｍ出区前併合まで時間僅少、食事時間確保の為、Ｃ

、 （ ） 。６６が５５８Ｍ入区併合担当し Ｃ５１は５５３Ｍ ４両 運転整備出区とすること

回答：必要な時間を確保している。

２．Ｂ５２ 明けが午後となっている。午前中すること。

回答：提案通りとする。

３．Ｂ５２ ４２７Ｍ・４３０Ｍ乗務後、労外が２時間２０分あまり発生し、非効率であ

る。４２７Ｍ・４３０Ｍを他行路持ちとすること。

回答：その様な考えはない。

４．Ｂ５４ ５４８Ｍ豊橋着から５６１Ｍ豊橋発までに労外が僅少で夕食事時間がないの

で改善すること。
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回答：必要な時間を確保している。

５．Ｂ６３ 明けが午後である。午前の終了となるように見直すこと。

回答：その様な考えはない。

６．Ｂ６５ 明け場面、出勤５時から終了１１時２０分までに６時間以上あるが、労外が

１０分程しかないので、４１１Ｇ・４１４Ｇ・４１５Ｇ・４１８Ｇを出勤日乗務とす

ること。(前につける)

回答：提案通りとする。

組合：起きてから連続乗務３時間で大変である。４１１Ｇ～４１８Ｇまでを４２９Ｇの前

に付け替えて欲しい。

会社：出勤時間が早くなってしまう。

組合：前に持って来れば昼食時間もうまく入る。出勤が早くなっても、終了が早いほうが

良い。

伊那松島運輸区

１．以下の行路は拘束時間が２４時間を超えるので見直すこと。

Ｂ５１、Ｂ６２、Ｂ６４、Ｂ６６、Ｂ６７

回答：提案通りとする。

２．Ｂ５６ １４２６Ｍ～１４４５Ｍは連続乗務４時間を見直すこと。

回答：提案通りとする。

３．Ｂ５７ １４１２Ｍ伊那松島～駒ヶ根の車掌便乗は改札扱いとすること。

回答：その様な考えはない。

４．Ｂ５４ 便５４４Ｍの１時間２１分と５４４Ｍ２時間２９分の連続乗務４時間を見直

すこと。

回答：提案通りとする。

５．Ｂ６５ １５０３Ｍは連続乗務４時間を見直すこと。

回答：修正の方向で検討する。

組合：どの様に修正するのか。

会社：駒ヶ根から伊那松島までを便乗にしてＢ５７の便１５０３Ｍを乗務にする。

組合：我々は無理な要求はしていない。会社は要求に応える努力をするべきである。回答

保留についてはもう一度調査して申を提出する。

以 上


